
1 

研プロ／09-04 
 

研究プロジェクト「法と倫理のコラボレーション―活気ある社会への規範形成―」 

Research Project: Collaboration between Law and Ethics 
           －Norm Building toward the Active Society － 

 

 

実施期間： 2009～2011 年度（第 1 年次) 

Term of the Project:  2009-2011 fiscal years (1st year) 

 

研究代表者： 服部 高宏 国際高等研究所企画委員／京都大学大学院法学研究科教授 

Project Leader:  Takahiro HATTORI, Member of the IIAS Planning Board; 

Professor, Graduate School of Law, Kyoto University 

 

研究目的要旨： 

多様な専門領域に分化した現代社会では、専門職倫理や組織倫理など、各専門領域において独自に形

成・維持される倫理規範の意義が高まっており、人々の価値ある生活を実現・維持していく上で不可欠

のものとなっている。本研究は、法と専門職倫理・組織倫理との関係など、現代社会における法と倫理

との間の適切なコラボレーションの在り方に考察の焦点を合わせ、活気のある社会を可能にする秩序形

成の在り方を模索することを目指す。 

 

研究目的： 

種々の専門分野に分化した現代社会において、「法」は広義の社会の基本構造であり、専門・分化し

た社会領域のすべてを規律対象とすることができる。しかし法がどのようにしてこれらを規律するかは、

対象たるサブ・システムの特性やそれを動かすコードの独自性、さらには適切な規律手法の選択といっ

た困難があるため、法を制定・運用する側やそれを学問対象とする法学にとって困難な問題となってい

る。今日では、社会のサブシステムに対する法的規制の緩和ないし撤廃が大きな趨勢となっているが、

当然ながらそれはサブ・システムの無秩序化を意味するわけではない。むしろ社会のサブ・システムそ

れぞれの内部での規範形成が活性化し、法はそれを支援し、さらにはそれと適切な協働関係に立つこと

が求められているのである。昨今、社会秩序形成の原理として「補完性」に関心が集まっていることも、

このような文脈において理解できるであろう。 

そのような社会のサブ・システム内での規範形成との関連で注目されるのは、専門職倫理や組織倫理

など、各専門領域において独自に形成・維持される倫理規範の意義が高まっていることである。周知の

通り、企業倫理・経営倫理、環境倫理、情報倫理・マスコミ倫理、生命倫理・医療倫理、看護倫理、技

術倫理・工業倫理、法曹倫理、科学倫理・研究倫理、社会福祉倫理など、様々な社会領域で起こるそれ

ぞれに特有の問題に焦点を合わせた、独自の倫理が展開されている。個人としての専門職が担い、また

専門的な組織それ自体に求められる責任も、多様な専門領域に分化した現代社会において人々の価値あ

る生活を実現・維持していく上で、不可欠のものとなっている。 

このような社会の種々のサブシステムで見られる倫理の再評価、倫理の復権による秩序形成の動向に

対して、法の側ではこれをどのように受け止め、評価し、さらに法自身がそれとどのような仕方でかか

わりを持ち、また持つべきであろうか。また、かかる倫理の基盤となる価値・価値秩序は、いったいど

のようなものであり、また何に由来するのであろうか。すでに企業の社会的責任や医療倫理・生命倫理

などをめぐる議論において、法と専門職倫理・組織倫理との関係について検討が行われているが、本研

究ではその裾野をさらに拡げ、現代社会における法と倫理との間の適切なコラボレーションの在り方に
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考察の焦点を合わせたい。その際の基本的なコンセプトは、決して抑圧的なものではない、活気のある

社会を可能にするための秩序形成の在り方を模索することである。そのような観点から、現代の機能分

化した社会における各サブ・システム内の倫理の展開と、全体社会の構造である法とのありうべき適切

な協働関係を探求したい。 

 

Objectives: 

The modern society is differentiated into various kinds of subsystems, and law is the basic 

social structure in a wide sense in such a society. Law can make all of the differentiated social 

spheres its own target of regulation. But how the law can regulate them has been a great problem 

for legislation and enforcement of law and jurisprudence on account of the particularity of the 

subsystems, the uniqueness of the codes operating there, and the difficulty of choice of appropriate 

ways for regulation. Today’s tendency that legal regulation is weakened or abolished does not mean 

bringing disorder for subsystems. Rather the order-building in the subsystems has been activated, 

and it is demanded that law helps such process and has an appropriate relation with it. Nowadays 

the subsidiary principle attracts people’s interest as a principle of the social ordering, and this can 

be also understood in such a context. 

As for the norm-building in the subsystems of society, we can note the fact that the ethical 

norms which are formed and maintained specially in each differentiated social sphere such as 

professional ethics and organization ethics has been getting more and more significance. Such 

applied ethics which focus on special problems happening in various social spheres have been 

developed in every subsystem: company ethics, business ethics, environmental ethics, information 

ethics, mass communication ethics, bioethics, biomedical ethics, nursing ethics, engineering ethics, 

legal ethics, research ethics, social welfare ethics, and so on. The responsibility that professions and 

organizations themselves take has become indispensable in order to realize and maintain valuable 

lives of people in the modern society which differentiated into various specialized spheres. 

But how can law accept, estimate and respond to such tendency of reevaluation of ethics in 

social subsystems and order-building by means of restoration of ethics? What does the value 

ordering on which such special ethics are based seem to be like and from what does it derive? Now 

people discuss about the relation between law and ethics, for example, as to bioethics and corporate 

social responsibility. This research project extends the scope of such discussion and focuses on the 

appropriate collaboration between law and ethics in modern society. Our basic concept is to find out 

the way of order-building that realize the active society. From such a point of view, we want to 

search appropriate collaboration between law as the basic structure of society and the development 

of ethics in subsystems in the functionally differentiated society of the present age. 

 

キーワード:  法、組織倫理、専門職倫理、価値秩序、補完性原理 

Key Word:  law, organization ethics, professional ethics, value ordering, subsidiary 

 

研究計画･方法： 

（１）研究の進め方に関して 
・ 研究代表者によるテーマの説明とメンバー間での問題関心の共有 
・ 3 年間にわたる研究計画の確認（研究会の実施予定についての相談、話題提供者の候補者リスト

作成、報告書作成までの大まかな予定の確定） 
（２）研究内容に関して―2009 年度に重点を置くテーマ 

・ 専門家倫理や組織倫理など社会における秩序形成の諸相の探求 
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・ これに関連する内外の理論動向の調査・研究 
 

研究会開催予定： 

年３回程度開催予定 

（１）2009 年 5 月中下旬の土曜日 

研究課題についての説明と意見交換 

話題提供：服部 高宏（研究代表者） 

       大野 達司（参加研究者） 

（２）2009 年 7 月末～８月上旬（2 日間） 

専門家倫理や組織倫理など社会における秩序形成の諸相の探求 

 話題提供者：未定 

（３）2009 年 12 月中旬の土曜日 

関連する内外の理論動向の調査・研究 

  話題提供者：未定 

 

参加研究者リスト： 9 名（追加の可能性あり）（◎研究代表者） 

氏  名        職  名  等 

◎服部 高宏 国際高等研究所企画委員／京都大学大学院法学研究科教授 

亀本  洋 京都大学大学院法学研究科教授 

田中 成明 国際高等研究所副所長／関西学院大学大学院司法研究科教授／ 

 京都大学名誉教授 

大野 達司 法政大学法学部教授 

高山 佳奈子 京都大学大学院法学研究科教授 

齊藤 真紀 京都大学大学院法学研究科准教授 

瀧川 裕英 大阪市立大学大学院法学研究科准教授 

宮崎 真由 玉川大学文学部助教 

松尾  陽 京都大学大学院法学研究科助教 

 

話題提供者リスト：（案） 

瀧川 裕英  大阪市立大学大学院法学研究科准教授 

松尾  陽  京都大学大学院法学研究科助教 

菅  富美枝 法政大学経済学部准教授 

吉岡 剛彦  佐賀大学文化教育学部准教授 

 

 

研究成果報告書： 

2012 年 7 月出版予定 

 

 

担当：田中副所長 
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国際高等研究所 
研究プロジェクト「法と倫理のコラボレーション－活気ある社会への規範形成－」 

2009 年度第１回研究会プログラム 
（共催：京都大学 学術創成研究「ポスト構造改革における 
    市場と社会の新たな秩序形成－自由と共同性の法システム－」） 

 
開催日時：2009 年 12 月 18 日（金） 14：00～18：00 
 12 月 19 日（土） 9：30～15：00 
 
開催場所：国際高等研究所 セミナー１（１F） 
 
研 究 代 表 者：服部 高宏 国際高等研究所企画委員／京都大学大学院法学研究科教授 
担当所長・副所長：田中 成明 副所長 
 
出席者：（15 人） 
研究代表者  ** 服部 高宏 国際高等研究所企画委員／京都大学大学院法学研究科教授 
参加研究者 ** 大野 達司  法政大学法学部教授 
（7 人） 亀本  洋 京都大学大学院法学研究科教授 
 齊藤 真紀  京都大学大学院法学研究科准教授 
 瀧川 裕英  大阪市立大学大学院法学研究科准教授 
 高山 佳奈子  京都大学大学院法学研究科教授 
 田中 成明 国際高等研究所副所長／関西学院大学大学院司法研究科教授／ 
   京都大学名誉教授 
 松尾  陽 京都大学大学院法学研究科助教 

 **：スピーカー 
 

話題提供者  石本 傳江 山陽学園大学看護学部教授 
（ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ） 那須 耕介 摂南大学法学部准教授 

（2 人） 
 
その他参加者  大西 貴之 立命館大学大学院法学研究科博士課程 

（5 人）  加藤 正明 京都大学大学院法学研究科・学術創成研究員 
  近藤 圭介 京都大学大学院法学研究科博士後期課程 
  霜田  求 大阪大学大学院医学系研究科予防環境医学専攻 
   （医の倫理学分野）准教授 
  中林 良純 京都大学大学院法学研究科博士後期課程 
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プログラム 
 
12 月 18 日（金） 
14：00～18：00 研究会〔セミナー１〕 

14：00 服部 高宏「法と倫理のコラボレーション－本プロジェクトの趣旨について－」 
15：20〈休憩 10 分〉 
15：30 那須 耕介「民主政と専門家の役割について」 
17：30 意見交換 
18：00 終了 

 
12 月 19 日（土） 
9：30～15：00 研究会〔セミナー１〕 

9：30 導入・意見交換の続き（服部） 
10：00 石本 傳江「看護における倫理教育の現在」 
12：00〈昼食 60 分〉 
13：00 大野 達司「市民社会（論）と法思想史」  
15：00 終了 

 
 
 
配布資料：（公開不可） 
・服部高宏「法と倫理のコラボレーション－本プロジェクトの趣旨について－」 
・那須耕介「民主政と専門家の役割について」 
・那須耕介「環境ガバナンスの政治的条件について」（論文） 
・石本傳江「看護における倫理教育の現在」 
・大野達司「市民社会（論）と法思想史」 
・大野達司「主権と法をめぐる権威と理念の争い」（論文） 
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